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前 文

昔々、人々は、自分たちでできることは自分たちで してきま した (自助)。 また、

自分たちだけではできないことは、ご近所さんたちが集まつて してきま した (共助)。

それでもできないことを行政が してきま した (公助)。 それがいつの間にか自分た

ちでできたことまで行政が担 うようになった り、自分たちができることを行政に押

し付けた りしたことによって、行政の担 う公共的サー ビスは肥大化 し、行政の動き

も鈍 くな りました。

昔から市民は、集まって自分たちのためになること、地域のためになることなど

色々な活動 (市民活動)を してきましたが、それぞれのニーズが多様化する中で、

自分たちではできないことを行政に要求 してきま した。また、行政も市民の多様な
ニーズに、より多く応えられるように、行政サー ビスを提供 してきました。

しか し、中央集権から地方分権へと時代は動き、自治体は本来の市民自治 ・地域

主権の立場に立ち、市民は自分たちのできることは自ら行動 し、また、市民と市民、

市民と市民活動団体、市民活動団体と自治体 とさまざまな形態でまちづ くりを一緒

にしていこうとする動きが始まっています (参画 ・協働)。

私たちのまちでも、古 くから市民は水と緑を守 り育む活動 (身近な自然環境の保

全)や 住みよいまちを思い、形づくる仕事 (まちづくり協議会など)を 通 じて、ま

ちづくりの参画 口協働に関つてきま した。

また、市民参画で創 りあげた 「日野いいプラン2 0 1 0」 (平成 1 3年 度か ら1

0か 年の第 4次 日野市基本構想 ・基本計画)で は、市民参画によるまちづ くりを進

めることや、市民活動を支援することが協働を進めていく方向性として示されてい

ます。

日野市では、市民参画によるまちづ くりの心強いパー トナーとなる市民活動団体の

自立と支援を進めていくことから、市内の市民活動団体に呼びかけ、協議を重ね 「ひ

の市民活動団体連絡会」が平成 1 5年 4月 2 3日 に立ち上が りま した。

日野市では、この 「ひの市民活動団体連絡会」との協働で市民活動の支援を行い、

市民自治の 「環」を広|ザていくことを目指 します。
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1コ 指 針 の 目的

この指針は、 「日野いいプラン2 0 1 0」 に掲tずる、 「参画と協働のまちづく

り」を推進 し、安心 して暮 らせるよりよいまちづ くりを目指すため、市民ニーズ

に対応する新たな公共的サー ビスの提供と、これからの担い手である市民活動団

体と市との協働を促進することを目的とします。

( 1 )指 針の必要性

市民ニーズに対応する新たな公共的サー ビスの手法を市民自治の考えに立ち、

市民活動団体 と行政とのパー トナーシップのもと、協働 して知恵と力を出 し合う

ことが不可欠となつています。

このような中、さまざまな専門性 ・能力 ・個性を持ち、自立 して活動する市民

活動団体は公共的サー ビスの有力な担い手です。市民が安心 して暮 らせるよりよ

いまちをつ くつていくため、市民活動団体と行政とが協働を進めていく姿勢 口考

え方を共有する必要があるのです。

( 2 )協 働のための保障

市 民活動 団体 と行 政 とが協働 す るため には、市 民一人 ひ と りが 主体 的に

いつで も参加 口参 画 で きる 自由度 を認 め 、市 民 と一緒 に進 めて い く仕組み

が必要 です。

お互いに協働のルールを決めて共有化 しておき、知恵を出 し合いなが ら対等な

立場によるパー トナーシップを確立することを目指 します。
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口市 民活 動 とは/ 協 働 とは

市民活動は本来自由に行うものなので、要件を定めるものではありませんが、

この指針では次のように定義します。

( 1 ) 市 民活動の定義

市民活動とは、地域や身近な生活で起 こるさまざまな課題か ら、国際交流など

を含めた社会的な課題に対 し、営利を目的としないで自立 して自発的に取 り組む

活動で、政治活動や宗教活動を含まない活動とします。

( 2 ) 市 民活動団体の定義

市民活動団体 とは、営利を目的としないで、さまざまな社会貢献活動を行つて

いる民間の団体 ( N P O 法 人を含む市民活動団体等)、またはこれから新たに活動

しようとする団体のこととします。

( 3 ) 協 働の定義

「協働」とは、 「たとえお互いの意見や行動が違つていても、共通の課題や 目

標を達成するために、さまざまな観点や形をとることを許容する。」という意味

を表 しています。

そこで市民活動団体 と行政の協働 とは、市民と行政がお互いの特性を活か し、

共通の目標達成のために、対等のパー トナーであることを認め合いながら活動す

ることをいいます。

( 4 ) 市 民活動団体 と行政の協働の形態

市民や市民活動団体が、行政と協働 しようとするとき、それぞれの関わり合い

の度合いから、 「協働」にはさまざまな形があります。

ここでは市民活動団体と行政とが、お互いの役割と責任を明確にすることが求

められています。

協 働 の 領 域

市民活動団体の主導性 行政の指導性

上の図のようにB , C , D の 範囲が、市民活動団体と行政がそれぞれの役割と責任

に応じて協働する領域を示しています。

A

市民活動団体が主

体的に活動を行う領

B

市民活動団体が主

体となり行政が支援

する領域

C

市民活動団体と行

政が対等の責任で

行う領域

D

行政が主体で市民

活動団体が手伝う

形の領域

E

行政が責任をもつて

行う領域
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3 日 協 働 を促 進 す る た め の 基 本 的 な 考 え 方

協働を促進するためには、市民活動団体と行政がそれぞれ役割 と責任を持ち、相

互の違いを認め合いなが ら、地域社会づ くりに対する共通認識をもった上で、パー

トナーシップによる効果的な連携 ・協調関係を築いていかなければなりません。協

働を進めることでよりよいまちづ くりのための仕組みや、関係を倉1りあげていくこ

とが可能とな ります。

( 1 )協 働の基礎を築 く～自主性 ・自立性の尊重

市民活動団体が公共の役割を担い、責任を持つためには、市民活動団体自らが

主体的であることと自立性を持つ必要があります。市民の自治意識に基づく、自

立 した市民及び市民活動団体の存在が協働の基礎であるといえます。

この基礎を築 くために、市民の自治意識を育む場 と仕組みを 「協働」でつくる

必要があります。

( 2 )協 働意識を共有する～市民と行政職員の意識改革

なぜ協働するのかということを、市民と行政職員が共に認識することが大切で

す。今 日、公共や公益を担 うのは、行政だけでなく市民との協働の上に成 り立つ

という意識改革がお互いに必要です。そ して、協働するためには、市民や行政職

員のコミュニケーションカやコーディネー トカをお互いに高め合 うことが必要で

す。

( 3 )相 互信頼を醸成する～対等な関係の構築

協働するためには、お互いの信頼関係が不可欠です。信頼 し合うためには、ま

ず市民活動団体と行政とがお互いの組織の特性を理解 し、相互の違いを認め合 う

ことが大切です。

行政は公平性を重要 としますので、平均的、均質的なサー ビスを旨としますが、

市民活動団体は、多様な市民ニーズや少数意見にきめ細か く対応できる特性があ

ります。

こうしたお互いの能力 ・行動原理 ・価値観 ・特性と得意分野について相互理解

し、信頼関係を築いていくことが必要です。信頼関係ができて、初めて対等な関

係の中で、それぞれの特性を活かせる協働を実現することが可能とな ります。

( 4 )地 域課題を共有する～目標の共有

市民活動団体と行政が何のために協働するのか、何を一緒に創 りあげようとし

ているのかを共通認識として理解 し合 うことが大切です。そのためには情報共有

のための場とシステムの形成が必要とな ります。それは、公共を協働 して担 うた

めの仕組み 口環境づ くりであり、市民活動団体の情報発信力向上のためには、触

媒となる中間支援組織の支援が重要です。

市民活動団体と行政相互の情報をできるだけ共有 し、地域課題を共有すること
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から、どうすればこれ らを解決 していけるか、目指すべきものは何かを共に探 り

なが ら、同 じ目標に向けて協働を進めることが大切です。

( 5 )公 平性 ・透明性を確保する～協働の心構え

協働 を進 め る上 では公平性 ・透 明性 を確保す る ことが必要 です 。

協働事 業 では、公 平 な競争 に よ り協働相手 を選 定 し、市 民活動 団体 と行

政が話 し合 つて課題解決 のための プ ロセス (過程 )を 踏 む ことで、協働 に

よる責任 を明確 にす る ことが大切 です 。

このため には双方が情報 を公 開 し、説 明責任 を果 たす よ うルール等 を決 め、

透 明性 を確保 して い くことも必要 とな ります 。
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4 . 協 働 の 進 め 方

市民活動団体と行政との協働を進めるには、市民と行政の意識を高め、市民参画

を促進 し、市民活動団体の活動が円滑になるとともに、効率的に行えるように活動

環境の整備をする必要があります。前述の 「3 .協 働を促進するための基本的な考

え方」に基づいて、市民活動団体 と行政がそれぞれの役割を担い協働を促進 します。

( 1 )意 識づくり ・きつかけづ くり

① 「まちづくりは、みんなでかかわるもの」という意識づ くり
一人ひとりが、年齢、性別、障害の有無、国籍などに関わ らず、 「自分にも

何かできるのでは」という意識をもち気軽に市民活動に参加、協力できる環境

づ くりをします。

② 「あなたも私も地域の一員」という意識づ くり

地域で活動する市民活動団体は、その専門性を発揮 した活動を通 して、自分

たちのまちの魅力や個性を活かすことの大切さを伝え、行政は市民が活動 しや

すい環境を整え、市民が自分の暮 らす地域の一員である意識を醸成 します。

③ 「新たな公共的サー ビス」のきっかけづ くり

行政は今まで行つた事業や制度のすきまにある問題について、市民や市民活

動団体 と共に見つめ直 し、協力 し合いながら市民ニーズをとらえた新たな事業

につなげていきます。

④ 「意識 ・関心を高める」きっかけづくり

市民や行政職員が地域への関心を高め、学ぶ機会を提供 します。

( 2 )市 民活動 団体 による協働 の促進 (市民活動 団体 の責務 )

① 自立 した市 民活動 の基盤 づ く り

市 民活動 団体 は、サー ビスの提供 を受 ける市 民や協働 す る行政 か ら、

信頼 され る安定 した活動が 出来 るよ う努 力 します 。

②新たな担い手の育成、仲間づ くり

市民活動団体は、各団体の活動情報などを公開 し、今まで身近な地域での活

動に関わる機会の少なかつた人が、参加 ・協力できる 「きつかけ」をつ くり、

地域における助け合い、支え合い活動に参画する人材を育成 し、仲間づ くりを

します。

③ 市 民活動 団体 同士の連携

協働 を進 め るため には、取 り組 む課題 や問題 の 内容 に よ っては、同分

野 同士 、異分野 、異領域 の活動 団体 同士の連携 や協働 が有効 な場合 もあ

ります 。そ うい つた市 民活動 団体 同士の連携 も視野 に入れ活動 して いき

ます 。

( 3 )行 政による協働の促進 (市の責務)

① 「協働推進」窓回 (担当部署)の 設置
・庁内に担当部署を置き、市民活動団体 と行政との窓口となり、協働事業をコ
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―ディネー トし、市民活動団体及び行政の情報を収集 し、双方に公開 して広

く協働事業を推進 します。

②市民活動団体への支援
・市民活動団体の活動拠点として、市民活動支援センターを設け、基本備品の

整備など機能の充実を図 り、活動の場の整備をします。
日市民活動団体の自立及び市民活動の充実 。発展のため、財政的な支援を行い

ます。

③行政職員の意識改革の推進
日市民ニーズに柔軟に応えられる自治体への変革を目指 し、市民活動への理解

を深めるための研修等を実施 し、職員一人ひとりが意識改革をできるよう努

力します。

( 4 )市 民活動団体と行政による協働の促進 (市民活動団体と市で進めていくこと)

①市民活動を支援する中間支援組織の充実

市民活動を活性化 し、充実 口発展するために、中立的な立場で市民活動団体

の自立 ・支援を行い、主に以下の役割を担 う中間支援組織を充実させていきま

す。
・相談窓回の充実 (市民活動団体の立ち上げ、N P O法 人格取得、組織運営 ・

資金 ・人材確保などマネージメン トに関するア ドバイスなど)
・市民活動情報の収集 と発信
・市民活動団体同士の交流の支援
コ市民活動団体同士の連携の支援
口協働相手を仲介
・協働ヨーディネーターの養成

②市民活動を支援する場の活用

市民活動支援センターでは、市民活動の支援、育成や活動の P Rを 行 う場 と

して活用 していきます。

また、市 民活動 団体 同士が情報 交換 や連携 ・協 力で きるよ う交流 で き

る場 と して活用 して いきます 。

③協働事業推進のための仕組みづ くり
・市民活動団体と行政が定期的に情報交換会を実施 し、市民活動団体 と行政の

双方か らの協働事業提案について協議を行いながら、地域の課題や目標を共

有化することにより、公共的サー ビスにつなtずていきます。
コ協働を進める際は、協働の相手に対 し、それぞれの事業について情報を提供

し、協働を進めていく上で双方の認識を深めるための努力をします。
日中間支援組織においては、市民活動団体からの要請があれば、中立的な立場

で相談窓回となり協働事業へとつなげられるような仕組みを検討 し、支援を

していきます。

④協働事業の評価

事 業の信頼性 と次の協働事 業 に活 かす ための事 業評価 システム を構 築

して いきます。
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